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変　更　契　約　調　書

契約の相手方及び住所

三重県鳥羽市大明西町16番3号

有限会社　菅島建設

代表取締役　木下　利三

工 事 名 中之郷岸壁工事に伴う配水管布設替工事

工 事 場 所 鳥羽市 鳥羽三丁目

工 事 種 別 水道工事

変 更 工 事 概 要

施工延長

配水管布設替工
　不断水分岐工φ75*75
　HPE管布設工φ75
　S仕切弁設置工φ75
　給水引込管工
舗装工

L=135.5m

N=1.0式
N=1.0箇所
L=130.9m
N=1.0基
N=5.0箇所
N=1.0式

3,944,600

当初契約年月日 令 和 7 年 2 月 4 日

変更契約年月日 令 和 7 年 6 月 9 日

当 初 工 事 期 間 令和7年2月4日 令和7年5月31日

変更後の契約金額 13,712,600

変 更 契 約 理 由

当初設計に基づき、工事施工中のところ下記理由により変更するものとする。
・配水管設置工及び給水管設置工において、港湾管理者との協議の結果、施工
範囲の一部について夜間工事で行う必要が生じたため、これに伴う費用を変更
増とする。
・管路土工において床堀を行っていたところ、土砂にコンクリート塊が混入し
ていたため、処分に係る費用を増工とする。
・配水管布設工において既設配水管との接続箇所にある構造物を県工事で撤去
しないこととなったため、施工の支障となることから既設管との接続位置を変
更し、配水管布設及び管路土工を増工する。
・給水管引込工において当初設計では量水器筐を再利用することとしていた
が、破損していたため新材に変更する費用を増工する。
・本工事は三重県が発注する岸壁工事に伴って水道管を移設する工事であり、
工程的に相互に影響し合うものである。
　周辺地域への影響が長期化することを避けるため、変更増額となる部分を分
離発注することは不可能である。
　このことにより、当初契約額から3割を超える変更契約となるが、変更増額分
を分離発注とせず、本工事における変更契約により対応する。
尚、その他諸数量の移動については、上記理由によるものである。

変更後工事期間 令和7年2月4日 令和7年6月16日

当 初 契 約 金 額 9,768,000

変 更 金 額


